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レンタル収納スペースご利用者様へ 

株式会社パルマ 

 

レンタル収納スペース収容動産に対する保険商品につきまして 

 

＜契約概要＞ 

1．保 険 契 約 者： 株式会社パルマ（以下、弊社） 

2．被 保 険 者： 各収納者様（収容動産の所有者様） 

3．概 要： ご利用いただくレンタル収納スペースにて、「保管中」かつ「施錠中またはレンタル収納

スペースで収納者様が作業するために開錠している間」に収容動産に発生した損

害が対象。 

4．保 険 の 対 象： 被保険者が所有し保管場所に収納しているすべての動産。但し、以下を除く。 

・ 自動車、船舶、飛行機 
・ 通貨、預貯金証書 
・ クレジットカード 
・ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿 
・ 動物、植物等の生物 
・ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物 
・ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 
・ 美術品 
・ 宝石、高額貴金属 

5．保 管 場 所： 弊社が所有・管理するレンタル収納スペース 

6．対 象 と な る 損 害： 不足かつ突発的な事故により保険の対象に生じた損害が対象となります。具体的に

は下表の記載をご確認ください。 

対象となる損害 対象 / 対象外 

火災 、落雷、破裂・爆発 ○ 
風災、雹（ひょう）災、雪災 ○ 
水災 ○ 
車両・航空機の衝突 ○ 
外部からの物体の飛来 ○ 
給排水設備の事故による水濡れ ○ 
騒擾（そうじょう）、労働争議 ○ 
盗難 ○ 
その他の不測かつ突発的な事故 ○ 
電気的・機械的事故 × 
地震、噴火、津波 × 

7．保 険 金 額： 1 室あたり 30 万円まで 

※レンタル収納スペース物件ごとに異なります 

8．免 責 金 額： 1 万円 

9．か び ・ さ び 見 舞 金： 

1）概 要： レンタル収納スペース（建物）に対する次の①から④までが発生し、その結果

として 30 日以内に保険の対象に「かび」または「さび」が発生すること 

①風災、②水災、③電気的・機械的事故、④給排水設備事故 

2）補 償 す る 損 害： 事故が発生した保険の対象の修繕費用（実費に限ります。） 

3）支 払 限 度 額： 10 万円 

4）免 責 金 額： 1 万円 
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＜事故発生時にご協力いただきたいこと＞ 

（1）損害の拡大防止または軽減につとめていただくこと 

（2）損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人となる方があるときは、その

方の住所もしくは氏名を遅滞なく通知し、かつ契約内容通知書、事故状況報告書兼委任状ならびに保険

金請求書をご提出いただくこと 

（3）上記のほか、引受保険会社が保険金支払額算定のために必要とする書類や証拠となる物を求めた場合には、

すみやかにこれをご提出いただくこと、その他保険金支払い額算定のために引受保険会社が行なう損害の調

査にご協力いただくこと 

（4）お客様が第三者より損害の賠償等をうけられる場合は、その権利の保全または行使または証拠および書類の

入手のために必要な手続きをすること 

 

<保険金をお支払いできない主な場合> ※下記記載内容は概要です。 

・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じ

た損害 

・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 

・保険の対象とした商品の自然の消耗または劣化によってその部分に生じた損害 

・保険の対象とした商品のかしによって生じた損害 

・保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 

・保険の対象とした商品に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 

・電気的または機械的事故によって生じた損害（火災または破裂・爆発が発生した場合や不測かつ突発的な外

来の事故の結果として発生した場合を除きます。） 

・保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 

・保険の対象とした商品に加工を施した場合における加工着手後に生じた損害 

・ソフトウェアまたはプログラム等の無体物に生じた損害（保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除

きます。） 

・真空管、ブラウン管、電球などの管球類のみに生じた損害（保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合

を除きます。） 

・保険の対象単独の汚損および擦損（保険の対象の汚れ、擦傷、搔かき傷または塗料のはがれ等の単なる外観

の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害） 

 

上記は、「安心付帯プラン」の概要です。実際に事故が発生した際には、弊社が保険会社と締結する損害保険契約

の補償内容・約款に準じます。 

 

 

 

 

 

 

＜事故発生時のお問い合わせ＞ 

各レンタル収納スペースの施設の現地を管理される会社までお問い合わせください。 

現地を管理される各社様は、事故内容を株式会社パルマまでご連絡ください。 

以降、事故内容等によって株式会社パルマからご連絡させていただくことがありますので、予めご了承ください。 


